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鎌

倉

時

代

の
土

地

制

度

(
四

)

三

浦

周

行

五

黄

家

領

(塾

然
ら
ば
此
若
狭
國
に
於
け
る
御
家
入
替
領

の
後
歯
龍
關
す

る
訴
訟
は
如
何
取
る
法
律
上
の
根
掻
を
有
す
る
か
ご

い
ふ
に
、
兵
衛
尉
範
繕
の
訴
状
に
副

へ
た
る
謹
標
書
類
(所
謂
副
進
交
書
)
の
中
に

「
通

御
式
目

】
段
非
御
家
人
輩
不
レ
可
レ
卸
二
行
御
家
人
領
一山
事

ε
見
え
て
、
幕
府
の
此
式
目
を
讃
撮
に
取

っ
て
居
り
、
叉
訴
状
の
本
文
中
に
も

且
於

一御
家
人
領
一者
、
凡
下
輩
又
雌
ヒ
爲
二
侍
已
上

一非
御
家
人
着
不
レ及
二
知
行

一旨
所
二
割
進

一見
二
十
御
式
目

}云

力

、

ε

い
っ
て
居

る
。
.幕

府

の
式
目

を
按
ず

る
に
、
そ
れ
は

正
し

く
「
凡

下
等
輩

不
ツ
可
二
屓
領
賞

地

【事
」
ε
題

し
た
延

慮

二
年
五

月
二
十
五
日

の
追
加
を
指

し
π
も

の
で
あ
る

。前

記
範
繊

の
書
歌

に
、
「
非
御
家

人
輩
不

レ可

レ知

二
行
御

家
人

阪

一由
事
」
ε
改
題

し
て
居

る
の
は
本
訴
訟

が
圭

ε
し

て
井
御
家
人

に
謝

抗
す

る
が
矯

め
で

め

っ
た

か
ら

で

あ
ら
う

故

に
訴
状

に
は
其
全
文
を
約

し
て
書

い
て
あ

る
に
拘

ら
ず
「
錐

レ
爲
二
侍
已
上

一非
御
家

入
者
不
レ
及
二
知
行
.
」
の
友

交

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

・

第
十
入
巻

(第
三
號

七
三
)

六
二
三



論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
八
巻

(第
三
號

七
四
)

六
二
四

は
原
文

の
儘

に
載

せ
て
居

る
の
で
あ
る
。
併

し
こ
れ
は
其

玲
書

に
も
示
す

が
如
く
、

費
買

の
場
合

で
あ

る
.、
即

ち

御
家
人

の
所

領
を
凡

下
借

上
及

び
非
御
家

人

が
買
入

れ
た
場

合
で
あ

っ
.て
ホ

訴

に
取

っ
て
ば
滴

切

の
立

法
で
は
な

い
。
本

訴
は
本
所

が
御
家

入
を
改
易
し

て
他

の
非
御

家
入

に
與

へ
た
場
合

で
あ

る
か
ら
、
縦

ひ
此
式

目

が
あ

っ
て

も
、
本

所
を
斯

る
庭

分
で
拘
束
す

る

こ
ε

、
は
な
り

得
な

い
の
で

あ
る
。
範
纈

は
別

に
御
家

人

の
所

領

は
縦

ひ
そ

れ
が
本

所

の
進

退

で
あ

っ
て
も
、
御
家

人

に
格

別
重

大
な

る
過
失

も
な

く
て
本
所

か
ら
改

易

さ
れ
た
場

合
は
、

御

家
人

よ
り
幕

府

に
届
出

べ
し
こ
の
寛

元

々
年
及

び
同

二
年

の
幕
府

の
御
韻
書

を
引
用

し
て
居

る

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
前

に
も
本
所

領

の
考
察

に

つ
い
て
少

し
く
引
用

言

及
し

π

こ
ε
で
あ

る
が

、
今
共

生
丈

を
左

に
載

せ
や
う
。

諸
国

御
家

人
跡
、

爲
二
領
家
進

止

一之
所

々
御
家

人
後

事

、
相
鯨
所

帯
難
レ
爲
二
本
所
進

退
↓
無
二
指

誤

一於
レ
被
二
改

易

一巻

、
任

二
先
度
御
激

書
之
旨

↓
可
レ
被

レ
注
二
進
關

東

】候

、
若

久
當
知
行

之
輩

於
二
其

餐
出
來

一番
、
以
二
御
家

人
役
勤
仕

之
仁

一可
レ
被
二
政
補

}之
由

可
レ被

二
執
申

一候
、
至
二
所

役

】者
、
任
二
先
例

一不

レ可
二
懈

怠

閣之
由
可
レ
被

二

催
沙

汰

H之
旨

可
レ
令
=
申
沙

汰

一之
歌

依
レ
仰
執

達

如
レ
件

、

〔北
條
挫
睡

魔

元

々
年

八
月
三

日
.

「

武

藏

守

在

御

割

譲
⊥

相

撲

守
殿

諸
國
御
家

人
跡
、

爲
二
領
家
進
止
一
之
所
々
御
家
人
後
事
、
御
家
入
相
傳
所
帯
等
、
離
レ
爲
二
本
所
造
止
↓
無
二
指



誤

】於
'
被
二
改
易

「者

、任

二
先
度
御

教
書
之
旨

一可

レ申

=
子

細

一候
也
、
其

上
不
ご
事
行

一者

、
可

・被

レ
注
=
申
關
東

一

候

、
若
叉
當
知
行

輩
於
二
其
轡
出

來

一着

、
以
二
御
家
人

役
勤

仕
之
仁

】可

レ被
二
改
補

「之
由

可
ソ被

二
軌
車

回
候
、

至
二

所
役

一着

、
任
二
先
例

一不

レ可
二
懈
怠

凹之
由
可
レ
被
二
値

沙
汰

一之
旨
可
ト
令
二
申
沙

汰

一領
給

之
歌
上
依
レ
仰
執
達
如

レ

件

、

〔北
條
縄
時
)

寛

元

二
年

八
月
三

日

武

威

守

依
上

相

摸

守
殿

(
本
文
誤
読

あ
b

、
新
編
追

加
(
一
九
⊥
ハ
)を
以

て
補

訂
す

)

此
二

っ
の
御
教
書
の
中
で
、
第
二
は
新
鑛
追
加
二

九
六
)
に
載

っ
て
居
る
。
弼
者
を
卦
照
す
る
ε
、
内
容
略
旦

で
あ
る
が
、
只
寛
元
々
年

の
追
加
で
は
御
家
人

の
改
易

さ
れ
た
場
合
は
本
人
よ
り
幕
府
に
注
進
す

べ
き
こ
ご
に
な

っ
て
居
る
の
を
、
同
二
年

の
追
加
で
は
御
家
人
よ
り
先
づ
本
所

に
抗
議
を
申
込
み
、
そ
れ
が
用

ゐ
ら
れ
灘
場
合
に

幕
府

に
注
進
せ
よ
ε
い
ふ
難
に
相
違

が
あ
る
。

元
來
御
家
人
領
は
和
田
交
書
三
に
牧
む
る
正
卒
七
年
十
二
月
目
の
和
田
助
氏
の
重
訳
歌

に
も

凡
諸
国
地
頭
御
家
人
帯
=
關
東
御
下
知
御
激
書

一命
レ領
二
知
所
職

一之
輩
、
無
二本
所
進
止
之
儀
↓
若
布
=
雑
怠
一之

・塒
者
、
被

レ補
二
地
顕
賞
織

田則
是
也
云

々

ε
見

え
て
居
る
通
り
、
本
所

に
於
て
進
止
す

べ
き
限
で
な

い
。

然
る
に
寛
元
の
追
加
に
、
「、諸
国
御
家
人
跡
爲
領
家

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
罰
度

第
十
入
谷

(第
三
號

七
五
)

六
二
五



ド.

論

叢

総
㎜倉
時
代

の
土
地
制
度

第
十
入
巻

(第
三
號

七
⊥
C

六
二
六

進
止
之
所

々
L
域
い
ひ
、
御
家
人
相
傳
所
帯
等
「
雌
レ
爲
「本

所
進
退
一」

ご
か

「
錐
レ
爲
二
本
所
造
止

一」

ご
か
い
っ
て

居

る
の
は
如
何
な
る
故
で
あ
ら
う

か
。
そ
れ
は
地
頭
職
分
で
は
な
く
し
て
名
主
職
で
あ

っ
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
所
領

の
名
王
職
は
本
來
本
斯
の
部
下
を
こ
れ
に
充
て

、
本
所
の
進
止
に
任

さ
れ
π
も
の
で
あ

っ
π
け
れ
こ
も
、
間

々
御

家
人
で
名
主
職
に
な

つ
元
も
の
も
な

い
で
は
な
か

っ
た
。
貞

永
式
目

に
將
軍
か
ら
の
特
別
の
下
交
を
以
て
名
主
職

た
る
も
の
が
地
頭
の
管
理
地
内

に
あ

っ
た
場
合
に
、
地
頭
が

↓
定
の
職
権
を
超
え
て
不
法
の
侵
害
を
な
し
だ
な
ら

ば
、
別
納

の
下
衣
を
名
主
に
給
は

つ
て
地
頭
か
ら
濁
立
さ
せ
る
ε
の
修
交
の
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
を
以

て
見

て
も
名
主
職
が
地
頭
職
ξ
お
の
つ
か
ら
其
性
質
を
異
に
し
て
居
た
こ
ε
が
解
ら
う
。
併
し
御
家
人
に
し
て
本

所
の
名
主
職
た
る
も
の
は
、
身
分
は
御
家
入
で
あ

っ
て
も
、
職
務
上
、
本
所
の
支
配
を
受
く

べ
き
で
あ
っ
陀
こ
ど

は
、
前
章

に
説

い
た
地
頭
請
所

ε
殆
ご
同

一
で
あ

っ
た
。
然
る
に
幕
府
は
此
本
厨
進
止
の
御
家
人
の
所
領
が
本
所

に
依

っ
て
改
易
さ
れ
た
場
合
に
、
若
し
其
御
家
入

に
於

て
さ
し
て
重
大
な
過
失
も
な
か
つ
π
な
ら
ば
、
こ
れ
を
幕

府

に
届
出
で
さ
せ

(寛
文
二
年
但
追
加
で
、
本
所

に
抗
告
し
π
土
幕
府
に
届
出
で
る
こ
ε
に
改

め
π
こ
ご
前

に
説

い
た
通
り
で
あ
る
)
こ
れ
に
反
し
て
渦
失
の
あ

っ
た
こ
`
が
明
ら

か
に
な

っ
た
な
ら
ば
幕
府
は
更
に
御
家
人
役
勤

仕
の
人
を
其
後
任
ざ
な
す

こ
ε
に
本
所

に
申
請
す
る
が
、
御
家
人
よ
り
本
所
に
納
む

べ
き
年
貢
所
役
は
こ
れ
を
怠

る
こ
ざ
な
き
ゃ
う
⊥
ハ
波
羅
叉
は
守
護
よ
り
本
人
に
注
意
を
與

へ
さ
せ
る
ε
い
っ
て
居
る
.か
ら
、
.幕
府
は
御
家
人
じ

於
て
過
失
な
く
し
て
改
易
さ
れ
π
場
合
は
幕
府
み
つ
か
ら
本
所

に
照
會
し
て
改
易
命
令
の
撤
回
を
求
め
た
で
あ
ら

一



う
し
、
縫

ひ
御
家
人
に
過
失
犯
罪
が
あ
っ
て
本
所
の
改
易
の
正
當
な
る
こ
ε
を
認

め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
場
合
に

於
て
も
、
其
後
任
ど
し
て
は
相
攣
ら
す
御
家
人
を
以
て
こ
れ

に
充

つ
る
こ
ε
に
本
所
の
諒
解
を
求
む
る
の
勢
を
執

ら
う

ε
し
π
も
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
何
故
に
幕
府

が
斯
く
本
所
進
止
の
地

に
於
け
る
御
家
入
の
所
領
を
保
護
し
支
持
し
陀
か
ε
い
へ
ば
、
追

加
の
交
に
、
初
め
か
ら
領
家
進
止
た
乃
所

々
の
御
家
人
役
ξ
い
ひ
や
又
御
家
人
役
勤
仕
の
仁
を
以
て
改
補
せ
ら
る

べ
し
ピ
い
っ
て
居
る
の
を
見

て
も
。
立
法
の
精
神
は
御
家
人
役
に
重
き
を
置
か
れ
て
屠

龍
こ
ε
が
解

る
の
で
あ
る

が
・
東
寺
百
合
交
書
(
ヵ
+
二
)
に
牧
め
た
若
狭
國
御
家
入
右
衙
門
尉
団
旗

の
蚕
訴
歌
は
最
後
の
年
月
日
の
記
載
が

開
け
て
居
る
け
れ
こ
も
、
前
記
節
織
が
末
武
名
主
職
の
改
易
さ
れ
た
後
を
承
け
て
名
主
職
た
ら
ん
こ
ご
を
求

め
だ

も
の
で
あ
る
か
ら
、
略
其
年
代
が
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
亥
中

に

凡
不
レ
論
二
當
國
他
国
↓
近
年
之
法
、
於
=
御
家
人
相
傳
之
職

【者
、
誰
レ
爲
二
本
庭
御
進
止
之
地
↓
宛
二
賜
非
御
家

人
H
之
時
者
、
御
家
人
役
闘
怠
之
間
、
自
二
武
家

一被
レ定
二其
仁
一者
也
、

ε
い
っ
て
居
る
の
を
見

て
も
、
幕
府
が
御
家
人
役

の
闊
怠
減
少
を
恐
れ
た
ε
こ
ろ
に
起
因
し
て
居
る
こ
ご
か
解
る
.

即
ち
そ
れ
が
縦
ひ
本
所
進
止
の
地
で
あ
ら
う
ε
も
、

一
旦
御
家
人
の
所
領
に
な

っ
た
以
上
は
、
其
御
家
人
は
欝
然

幕
府
に
謝
し
て
此
所
領

に
固
定
す
る
御
家
人
役
を
負
擢
す

べ
き
で
あ

っ
て
、
若
し
も
本
所
の
改
易
慮

分
に
遭

っ
て

御
家
人
が
其
所
領
を
失

っ
た
な
ら
ば
、
同
時
に
そ
れ
に
相
賞
す

る
御
家
人
役
員
撚
の
義
勝
を
　見
れ
る
こ
ざ

、
な
り

論

叢

籐
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
八
巻

(第
三
號

七
竜
)

⊥ハ
二
七



論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
入
巻

(第
三
號

七
人
)

六
二
八

「
其
所
領
が
御
家
人
の
所
領
全
部
で
あ

っ
陀
場
合
は
又
同
持

に
光
榮
あ
る
御
家
入
を
失
格

し
て
仕
舞

ふ
こ
ご

、
な
る

の
で
あ

っ
た
。
殊
に
御
家
人
の
改
易
さ
れ
た
跡

へ
非
御
家
人
が
改
補

さ
れ
た
ご
し
た
な
ら
ば
、
幕
府
は
永
く
御
家

人
役
の
目
的
物
だ
る
所
領
を
失
ふ
こ
ε

、
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
幕
府

に
取

っ
て
は
償
ふ
べ
か
ら
ざ
る
損
失
で

あ
っ
た
か
ら
、
其
御
家
人
に
格
別
重
大
な
る
過
失
の
な
き
場
合
は
、
本
所
の
改
易

の
理
由
な
き
こ
ご
を
本
所
に
抗

告
し
て
、
こ
れ
が
虚
分
の
取
消
を
求
め
.
極
力
御
家
人
の
所
領
の
回
復
に
努
め
た
ら
う
け
れ
こ
も
、
其
御
家
人
の

過
失
犯
罪
の
鐙
跡
の
辯
護
の
鯨
地
な
き
場
合
は
、
も
ε
よ
り
本
所

の
進
止
地
に
於
け
も
正
賞
な
る
庭
分
札
異
議
を

挟
む

べ
き
謂
は
れ
は
な

い
の
で
あ
る
げ
れ
こ
も
、
幕
府
の
立
場
ε
し
て
は
術
ほ
本
所
に
向

っ
て
御
家
人
の
所
領
は

更

に
他
の
御
家
人
に
改
補

さ
る

べ
き
こ
嬉
を
通
告

し
て
其
同
意
を
得
や
う
嘘
努

め
距
.
こ
れ
畢
竟
幕
府
の
基
礎
を

危
く
せ
ぎ

ら
ん
が
短
め
に
、
御
家
人
役
培
養

の
必
要
か
ら
來
た
も
の
で
あ
る
。
前
記
國
茂
の
重
訴
状

に
本
所
進
止

の
地

に
武
家
か
ら
御
家
入
を
定

め
て
改
補
す
る
ε
い
っ
て
居

る
の
は
.、
幕
府
が
本
所
の
諒
解
の
下
に
行

っ
た
こ
ご

で
は
あ
る
が
、
其
實
幕
府
の
威
力
を
負
う
て
本
所
を
墜
近
し
π
干
渉
で
あ

っ
た
。
貞
永
式
目
の
別
の
御
下
女
を
給

っ
て
名
主
職

に
な

っ
た
こ
あ
る
の
も
、
亦
斯
る
場
合
も
含
ま
れ
て
居
た
こ
ご

、
思

は
れ
る
。

併

し
乍
ら
幕
府

の
本
所
領
に
封
ず

る
此
く
の
如
き
干
渉
は
如
何
な
る
場
合
に
も
こ
れ
を
行

っ
た
鐸
で
は
決

し
て

な
か
っ
た
ら
し

い
。
新
編
追
加
(
二
〇
七
)
に
収

め
ら
れ
て
居
る
。

(御
の
字
脱
か
)

一
錐
レ爲
=
本
所
進
止
領
↓
家
人
知
行
所

々
事
、



於
二前

々
】御
口
入
分
限
所

々
者
、
可
レ
有
二
御
成
敗
↓

ξ
の
法
文
は
韻
令
の
年
月
日
を
逸

し
て
居
る
が
、
本
所
進
止
の
領
で
、
御
家
人
知
行

の
所

燈
ご
い
へ
ば
、
前

の
名

主
職
の
場
合
杯
で
あ
ら
う
。
前

々
か
ら
御
口
入
の
分
限
の
所

々
は
御
成
敗
あ
る
べ
し
ε
い
ふ
は
従
前
將
軍
よ
り
も

所
領
の
事
に

つ
い
て
本
硯
川
に
射
し
て
斡
旋
の
勢
を
執
り
来

っ
た
ご
こ
ろ
は
、
將
箪
遣
し
て
干
渉
し
ゃ
う

こ
い
ふ
意

味

に
外
な
ら

諏
。
然
ら
ば
共
反
面
に
於
て
幕
府
ご
は
何
等
の
交
渉
な
く
只
御
家
人
ご
本
所

ε
の
間

に
於
て
契
約
さ

れ
た
も
の
に
饗
し
て
は

一
々
干
渉
の
限
り
で
な
か
っ
た
こ
も
解
さ
れ
や
う
。

若
狭
國
御
家
人
が
替
御
家
人
の
管
領
に

つ
い
て
、
幕
府

に
訴
訟
を
提
起
し
幕
府
よ
り
⊥ハ
波
羅
に
審
理
を
命
じ
た

の
は
、
文
永
十
年
の
事
で
あ
る
が
、
本
所
領

に
於
け
る
御
家
入
の
所
領
保
護
の
追
加
の
出
で
π
寛
元
々
年
は
貞
永

式
目
の
制
定
後
、
僅
に
十

二
年
の
.事
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
八
年
後
の
建
長
三
年
に
も
、
幕

府
は
若
狭
國
御
家
人

か

ら
奮
御
家
人
跡
所
役
に
關
す

る
訴
訟
を
提
起

し
た
に
つ
い
て
⊥
ハ
波
羅
に
審
理
を
命
じ
て
居
る

(東
寺
百
合
交
書

ホ

ノ

こ

こ
れ
を
以
て
見
て
も
、
敢
て
文
永
年
代
に
始

つ
た
こ
は

い
へ
難
け
れ
こ
も
幕
府
が
此
方
針
を
以
て
⊥
ハ
波
羅

や
諸
國
の
守
護
を
督
断
し
て
こ
れ
を
励
行
す

る
に
努

め
た
事
が
天
永
以
後
に
至

っ
て
顕
著

こ
な

っ
た
の
は
事
實
で

み

っ
て
殊

に
建
治
二
年
六
月
目
の
若
挾
國
御
家
人
の
重
訴
歌
に
は
、
欝
御
家
入
の
跡
を
興
立
す
る
爲
め
に
、
屡
幕

府
の
御
教
書
を
獲
せ
ら
れ
た
ご
見
え
、
真
前
寅
に
ぱ
蒙
古
國
の
事
に
依

て
御
家
人
に
用
意
を
致
す

べ
し
巴
の
幕
府

の
御
敏
書
を
奉
じ
て
其
準
備
を
な

し
つ
、
あ
る
際
に
、
御
家
人
の
名
田
を
非
御
家
人
に
支
給
さ
る

＼
は
不
當
な
り

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
入
巻

(第
三
號

七
九
)

六
二
光

り.

1



論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
入
巻

(第
三
號

入
○
)

六
三
〇

ε

い
っ
て
居

る
の
を
見

て
も
、
幕
府

が
此
国
難

に
際

し

て
、
御

家
人

に
過
大

の
義

務
を
負

は

さ
ん

ε
す

る
時
期

で

も
あ

る
か
ら
、

一
層
其
義

務

の
標
準
た

り
御
家

人

の
牧

人
た

る
所

領

の
非
御
家

人

に
移

る
を

極
力
防

止
す

る
を
以

て
焦

眉

の
急

・し
し
た

こ
ご
を
知

る

べ
き

で
あ

る
。

所

謂
興
立

己
は
復
讐

で
あ

る
取
戻

で

あ
る
。

一
旦

他

人
の
手

に
移

し
た
御

家
人

の
苗
所

領

を
再

び
欝

の
所
有
者

に
返
還

せ
し
む

る
こ
ざ
を
意
味

す

る
。
故

に
幕

府
は

本
物

を
以

て
取
戻

さ
せ

る
ど
か
無
償

で
取
戻

さ
せ
る
ε
か
叉

こ
れ
を
復
茜

す

る
ε
か
色

々
の
千
段
を
講

じ
た

の
で

あ

る
。

幕

府

の
斯

る
政
策

蓬
相

關
囃

し

て
研

究
す

べ
き
は
常
時

の
朝
廷

の
そ
れ
で
あ

る
。
朝
廷

に
於

て
は
、

李
素

ε
て

も
善

政

を
行

は
る

、
理
想

の
下

に
徳
政

を
行

は

れ
て
居

π

が
、
別

け
て
災

厄
外
冠

の
場
合

に
多
く
行
は

る

＼
.を
例

ε
し
た
。
元

寇
は
公

武

に
互

っ
て

一
大

国
難

正
す

る

蓬
こ
ろ
で
あ

っ
た

か
ら

、
濁
り
幕
府

の

み
で
な

く
.
朝
廷

に

於

て
も
同

一
歩

調
を

取
ら

る

、
こ

ε

、
猿

っ
て
徳
政

を
行

は

ん
ε
努

め
ら

れ
陀
。
所

謂
徳

政
ご
は
も

ε
よ
り

あ
ら

ゆ

る
善
政

を
意
味
す

る
の

で
、
頗

る
多
岐

に
互

っ
て
居
π

が
(人

材
登
用

の
如

き
も
其

一
つ
で
あ

る
)當

塒

の

】
般

信

仰
上
よ
b
国
家
を
擁
護

し
災

厄
を
所
擁
す

る
ε
信

ぜ

ら
れ
た
論岬
肚
佛

寺

の
破
損
を

修
理

し
、
神

事
佛

事

の
屡

怠

せ

る
を
再
興

し
、
神
領

寺
領
の
喪
失

さ
れ
た

る
を
復
讐

す

る
が
如

き
事
が
其

中
.心
で
あ

っ
て
、
総

じ
て
は
徳
政
興

行

ピ

い
は

れ
て
居

た
が
、

こ
れ
を

一
々
特
殊

事
項

に

つ
い
て

い

へ
ば
、
棘

事
佛
寺

に

つ
い
て
は

、
祭
祀

を
興
行
す

る
ε
か
、
諸
堂

の
佛

事
を
興
行

せ

し
む

る
ε
か
、
領

寺
領

に

つ
い
て
は
、
神

領
興
行

ご
か
、
寺
領
興
行

ご
か

い

つ

!

`



「

■

て
居
把
。
本
問
題
に
取

っ
て
最
も
参
照
.蓬
す

搾、
き
は
佛
神
領
の
場
合
で
あ
ら
う
。
此
場
合

に
於
て
注
意
す

べ
.き
こ

・こ
は
、
公
家

の
「
興
行
」
ご
い
ふ
語
が
恰
も
武
家
の
「
興
立
」
ξ
い
ふ
語

ご
相

}
致
し
て
無
慨
返
撮
を
意
味
し
て
居

た

こ
ε
で
あ
る
。
そ
れ
よ
b
も

「
層
面
白

い
事
は
武
家
の
場
合
は
、
御
家
人
が
費
買
質
入
に
依

っ
て
其
所
　唄
を
非
御

家
人
に
取
懲
さ
れ
た
の
を
取
戻
す

こ
ε
を
以
て
目
的

ε
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
家
の
場
合
は
其
反
凋
に
、
常
盤
佛

神
領
を
管
埋
す

べ
き
神
主
別
宮
の
輩
が
、
御
家
人
其
他
の
所
謂
非
器
非
職
の
輩

に
其
所
領
を
取
　侍
さ
れ
た
の
を
取

戻
す
を
目
的
ε
し
て
居
た
こ
ご
で
あ
る
。
今
其
實
例
を
墨
ぐ
れ
ば
、
弘
安
九
年
二
月
目
の
常
陸
国
宣
に

(官

力
)

如
二
去
年
七
月

†

一
日
院
宣

一巻

、
在
膿
公
人
供

僧
□

名

田
畠
、或

沽
却

、
或

寄
二
附
武
家
被
官

輩
硝
或

人
二
樹
傍
官

へ如
力
)

〔者
有
之
有
力
)

在
臆

一右
之
、、
日

限
公
田
滅
失
、
佛
師
事

国
役
怠
轄

、
自

今
以
後
者

、
可

レ糺

二返

本
生
子
孫

一云

々
、
□
十

八

日

國
宦

者
、
任
二
院
宣

一可
レ
令

レ安
二
堵
本
主

子
孫

…書

由
明
白

泡
。
(
楓
軒

文
書
纂
所

牧
常

陸
府

中
総
肚

交
書

)

轟

山
上
皇

の

簡
宣

は
即

ち
院

の
徳

政
で
あ

っ
て
、
佛

神
領

か
武
家

被
官

の
輩

、
即
ち
御
家
入

の
所

有
に
締

し
た
場

合

は

こ
れ

を
適
用

し

て
、
真
木
圭

に
無

償
取
戻

を
さ

せ
得

紀
の
で
め

る
。

こ
れ
佛
郡
領

は

こ
れ
を
入
領

ピ
す

べ
か

ら

ず

ご
の
原

則

に
塞

い
だ

も
の

に
外

な
ら

鎗
。
即
ち

其

法

の
適
用
を
受

く

バ、
き
主
鵬

は

公
武

に
依

っ
て

お
の
つ

か

ら

異

る
も
の
が
あ

っ
た

に
は
相
違

な

い
け
れ
こ
も

、

法

の
保
護

に
依

っ
て
其
所

領

の
無
償
返

還
を
得

把

こ
ε
、

こ

れ
を
保
護
す

る
動
機

に
至

っ
て
は
、
彼
我
共

通

の
黙

が
な

い
で
は
な

か

っ
た
。

.

斯
様

に
文
永
年

代
に
至

っ
て
永

仁
五

年
の
幕

府

の
徳
政

に
類

似

し
た

立
法

の
獲

布
ば

二
三

に
止

ら

諏
け
れ
こ
も

・論

叢

・
鎌
倉
時
代

の
土
地
制
度

第

十
八
巻

(第

三
號

入

こ

六
=
=



吼

、
論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
八
巻

(第
三
號
.
八
二
)

六
三
二

永
仁
以
前

に
は
未
だ
幕
府
に
徳
政
の
名
ぼ
な

か
つ
陀
。
.併

し
同
時
に
朝
廷
に
於
て
は
略
同
様
な
立
洪

が
其
徳
政
の

一
部
ε
し
て
行
は
れ

つ
、
め
っ
た
。
幕
府
が
徳
政
令
を
公
布
し
た
永
仁
五
年
後
同
⊥
ハ
年
六
月
に
伏
発
天
皇

の
非
雅

の
仁
の
買
得
せ
る
神
領
は
本
ま

に
返
還
す
る
蓬
の
倫
旨
の
如
き
は
幕
府
の
徳
政
令

ご
正
に
其
精
神
を

一
に
し
て
居

働
-に
も
の
で
あ
る
。
故
に
私
は
幕
府
の
徳
歌
の
名
礪
は
寧
ろ
公
家
の
徳
政
を
取

っ
た
も

の
で
あ
る
ε
信
ず

る
も
の
で

め
る
。

幕
府

が
御
家
入
所
領
の
移
動
を
防
止
せ
ん
ε
し
だ

一
切

の
制
限
も
豫
期
の
効
果
を
牧
め
る
こ
ざ
は
頗
を
困
難
で

め

っ
陀
か
ら
、
永
仁
元
年
二
月
二
十
五
日
に

一
合
を
凄
し
で
、
曾
祓
父

の
時
代
に
將
軍
の
下
交
に
依

っ
て
御
家
人

資
格
を
認
め
ら
れ
泥
も
の
は
、
子
孫

に
於
て
縦
ひ
所
領
を
喪
失
し
て
も
、
御
家
人
の
待
遇
を
停
止

さ
る

・、
こ
`
は

な
い
ご
の
極

め
て
重
大
な
る
除
外
例
を
置
け
π
が
、
そ
れ
に
引
続

い
て
幕
府

の
執

つ
か
第
二
の
手
段
は
永
仁
五
年

三
月
六
日
の
徳
政
令
の
護
布
で
あ
っ
た
。
本
命
は
三
項
か
ら
成
立

っ
て
居
る
が
、
土
地
制
度
臆
關
す
る
も
の
は
第

二
項
の
質
券
資
質
地
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
御
家
人
の
所
領
を
抵
嘗
流
れ
ご
な
し
、
若
し
一
は
費
賀
す

る

こ
ε
を
禁
止
し
、
其
過
去
の
萱
買
に
俵
る
も
の
は
も
ε
の
所
有
者
に
無
償

で
取
戻
さ
せ
る
け
れ
こ
も
、
ロ
ハ
其
除
外

例
ε
し
て
、
闘

に
將
軍
の
下
女
下
知
歌
を
下
付

し
て
承
認
を
與

へ
だ
も
の
、
若
し
く
は
知
行
後
二
十
箇
年
を
脛
渦

.

し
π
も
の
は
本
命
の
適
用
範
園
外
`
し
た
。
而
か
も
そ
れ
は
御
家
入
ε
御
家
入
ε
の
闘

に
限
ら
れ
た
る
場
合
で
あ

っ
て
、
御
家
人
の
相
手
が
非
御
家
人
若
し
く
は
凡
下
で
あ

っ
π
場
合
に
は
、
二
十
箇
年
を
経
過
し
た
も
の
で
あ

っ

,



て
も
、
無
償
で
も
ε
の
所
有
者
に
取
戻
さ
せ
る
こ
ビ
＼
し
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
實
に
御
家
人

の
債
務
者
に
取

っ
て
利
益
で
ゐ
っ
だ
丈
債
権
者
就
中
非
御
家
人
凡
下
に
取

っ
て
は
全
く
利

益
を
蹂
躪

さ
れ
π
も
の
で
あ

っ
て
、
別
け
て
も
非
御
家
人
凡
下
は
其
債
権
に

つ
い
て
何
等
の
保
護
を
も
奥

へ
ら
れ

な
か

つ
陀
の
で
あ
る
か
ら
、
不
利
こ
れ
に
越
し
た
事
は
な
く
、前
令
以
上

の
冷
酷
な
る
立
法

ε
謂

ふ
べ
き
で
あ
る
。

而
し
て
其
理
由
は
所
領
の
費
買
質
入
れ
が
御
家
人
の
費
困
の
原
因
ご
な
る
`
の
從
來
の
救
済
法
ざ
同

}
の
皿
實
を

出
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
貧
困
な
る
御
家
人
救
済
を
目
的

ご
し
た
北
極
講
な
る
救
済
策
が
、
果

し
て
奏
功
し
だ
か
否
か
は
疑
問
で

あ
る
。
成
程

↓
且
は
こ
れ
に
依

っ
て
資
力

に
乏
し

い
御
家
入
の
急
を
救

ふ
こ
ざ
が
出
來
π
か
も
知
れ
沁
が
、
こ
れ

が
爲
め
に

一
般
御
家
人

に
劃
す
る
信
用
が
峡
欠

し
て
金
融
機
關
は
杜
絶
さ
れ
、
却

っ
て
彼
等
を
窮
境

に
陥
ら
せ
た

の
で
あ
ら
う
。
加
之
、
其

一
般
経
済
界

に
及
ぼ
し
た
恐
慌
は
意
想
の
外
に
あ

っ
π
で
あ
ら
う
ピ
思
は
れ
る
の
は
本

命
の
實
施
後
早
く
も
⊥
八
月
二
十
三
日
に
は
山
城
に
於
て
質
券
ξ
共
に
譲
状
を
與

へ
る
ε
い
ふ
忌
避
の
方
法
が
講
せ

ら
れ
だ
り
(東
寺
百
合
交
書

ヒ
五
五
)費
地
を
取
戻

さ
せ
る
注
冷
が
出
で
た
ら
ば
本
物
を
以
て
取
戻
す
ε
の
本
令
を

裏
切
る
契
約
を
費
券
に
載
せ
た
b
し
た
の
で
も
知
れ
る
(糠
賢
簡
集
)
是
に
於
て
幕
府
は
獲
今
後

一
年

の
後
遂
に
本

命
の
實
施

を
打
切
る
こ
`

、
な

つ
π
。
(
未
完
)

誰

叢

鎌
會
時
代
の
土
地
制
度

第
+
入
巻

(第
三
號

八
三
)

六
三
三


